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  第１７３号議案   

                                      

綾瀬市市税条例の一部を改正する条例 

 

 綾瀬市市税条例（昭和５２年綾瀬町条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第３１条第１号エ中「及び」を「、」に改め、「３輪のもの」の次に「及び道路運

送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の６に規定

する特定小型原動機付自転車」を加える。 

附則第１３項第３号中「附則第１５条第２６項第１号」を「附則第１５条第２５項

第１号」に改め、同項第４号中「附則第１５条第２６項第２号」を「附則第１５条第

２５項第２号」に改め、同項第５号中「附則第１５条第２６項第３号」を「附則第１

５条第２５項第３号」に改め、同項第６号中「附則第１５条第３３項」を「附則第１

５条第３２項」に改め、同項第７号中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第

３３項」に改め、同項第８号中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４２項

」に改め、同項第９号中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４３項」に改

め、同項に次の１号を加える。 

(11) 法附則第１５条の９の３第１項に規定する条例で定める割合 ３分の１ 

附則第１４項中「附則第７条第１３項」を「附則第７条第１７項」に改める。 

附則第１９項中「令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和５年４

月１日から令和８年３月３１日まで」に、「令和３年度分」を「、当該初回車両番号

指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に改める。 

附則第２０項及び第２１項を削り、附則第２２項を附則第２０項とし、附則第２３

項を附則第２１項とする。 

附則第２４項中「附則第３０条第７項」を「附則第３０条第３項」に、「のガソリ

ン軽自動車」を「の法第４４６条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下「

ガソリン軽自動車」という。）」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月

１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年

度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和５年３月３１日」を「令和８年３

月３１日」に、「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年

度の翌年度分」に、「附則第２０項の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字
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句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア中「３，９００円」とあ

るのは「２，０００円」と、「６，９００円」とあるのは「３，５００円」」に改め、

同項を附則第２２項とする。 

附則第２５項中「附則第３０条第８項」を「附則第３０条第４項」に改め、「、当

該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令

和５年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に、「令和５年度分」を「、当該初回

車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「附則第２１項の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同

条第２号ア中「３，９００円」とあるのは「３，０００円」と、「６，９００円」と

あるのは「５，２００円」」に改め、同項を附則第２３項とする。 

附則第２６項を附則第２４項とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置）  

２ 改正後の第３１条第１号エ並びに附則第１９項、第２２項及び第２３項の規定は、

令和６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分まで

の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

（提案理由） 

地方税法等の改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 
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                              第１７５号議案  

 

綾瀬市企業の立地促進等に関する条例の一部を改正する条例 

 

綾瀬市企業の立地促進等に関する条例（平成２４年綾瀬市条例第９号）の一部を次

のように改正する。 

 附則第２項中「令和６年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

（提案理由） 

市外企業の誘致と市内企業の事業拡大を促進することで、産業の活性化と雇用機会

の拡大を図るため、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 



7 

第１７６号議案  

  

 綾瀬市都市公園条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

 綾瀬市都市公園条例の一部を改正する条例（令和５年綾瀬市条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

附則第１項中「１年６月」を「２年６月」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

 （提案理由） 

 光綾公園再整備事業において設置されるローズガーデンの運営に関する事項の改正

を行う綾瀬市都市公園条例の一部を改正する条例について、その施行期日の期限を延

期するため、所要の改正をいたしたく提案するものであります。 



8 

第１７７号議案  

 

綾瀬市学校給食費の徴収及び管理に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号。以下「法」という。

）に規定する学校給食費の徴収及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 学校給食 法第３条第１項に規定する学校給食をいう。 

(2) 学校給食費 法第１１条第２項に規定する学校給食費をいう。 

(3) 保護者等 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者（学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）第１６条に規定する保護者をいう。）及びこれに準ずる者として

規則で定める者をいう。 

（学校給食の実施） 

第３条 市は、法第４条の規定に基づき、綾瀬市立の小学校及び中学校において学校

給食を実施する。 

（学校給食費の徴収） 

第４条 市長は、保護者等から学校給食費を徴収する。 

２ 学校給食費の額は、規則で定める。 

（学校給食費の納付） 

第５条 保護者等は、学校給食費を規則で定める日までに納付しなければならない。 

（学校給食費の減免） 

第６条 市長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定める

ところにより、学校給食費を減額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、学校給食費の徴収及び管理に関し必要な事項

は、規則で定める。 

附 則 



9 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 学校給食の実施に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前に

おいても行うことができる。 

 （綾瀬市附属機関の設置に関する条例の一部改正） 

３ 綾瀬市附属機関の設置に関する条例（昭和５３年綾瀬町条例第１３号）の一部を

次のように改正する。 

  別表教育委員会の部綾瀬市学校給食センター運営委員会の項を次のように改める。 

綾瀬市学校給

食検討委員会 

学校給食に関する事項について、市

長及び教育委員会の諮問に応じて調

査審議し、その結果を答申し、又は

意見を建議すること。 

１６人以内 ２年 

 （綾瀬市立学校給食センター条例の一部改正） 

４ 綾瀬市立学校給食センター条例（昭和４１年綾瀬町条例第１０号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条を削り、第６条を第５条とする。 

（綾瀬市附属機関の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ この条例の施行の際現に改正前の綾瀬市附属機関の設置に関する条例（以下「改

正前の条例」という。）に基づく綾瀬市学校給食センター運営委員会の委員である

者は、改正後の綾瀬市附属機関の設置に関する条例に基づく綾瀬市学校給食検討委

員会の委員とみなし、その任期は、改正前の条例による任期の残任期間とする。 

令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

 （提案理由） 

 学校給食費の公会計化に伴い、学校給食費の徴収及び管理に関する必要な事項を定

める条例を制定いたしたく、提案するものであります。 
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第１７８号議案  

 

   工事に関する協定の締結について 

 

 大和綾瀬地域児童相談所移転工事に関する協定を次のとおり締結します。 

１ 協定の相手方 

  横浜市中区日本大通１番地 

  神奈川県 

神奈川県知事 黒 岩 祐 治 

２ 工事の施行者 

  神奈川県 

３ 工事に係る概算額 

  ５８７，０００，０００円（うち市負担額１６４，１００，０００円） 

４ 工事箇所 

  綾瀬市深谷中４丁目２番１号 

  令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

 （提案理由） 

 大和綾瀬地域児童相談所移転工事に関する協定を締結したいので、綾瀬市議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案する

ものであります。 
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第１７９号議案  

 

   工事請負契約の変更について 

 

  令和４年度光綾公園入口広場等整備工事の請負契約を次のとおり変更します。 

１ 請 負 契 約 者 門倉組・芳賀建設特別共同企業体 

            代表構成員 

            神奈川県藤沢市辻堂神台１丁目３番３９号 オザワビル８ 

            階 

            株式会社門倉組 

            代表取締役 小澤 幸喜 

２ 変更前請負契約金額 ３００，９０７，２００円 

  変更後請負契約金額 ３０３，９７６，２００円 

３ 変 更 理 由 公共工事設計労務単価等の改定に伴い、契約金額に変更が 

生じたため 

令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

令和４年１１月２５日に議会の議決を経た令和４年度光綾公園入口広場等整備工事

の請負契約を変更いたしたく、綾瀬市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定により提案するものであります。 
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第１８０号議案  

 

指定管理者の指定について 

 

次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

１ 管理を行わせる施設の名称及び所在地 

 (1) 名 称 光綾公園多目的フィールド 

(2) 所在地 綾瀬市深谷上４丁目５２３４番地 

２ 指定管理者の名称及び所在地 

 (1) 名 称 ミズノグループ 

(2) 代表者 美津濃株式会社 

代表取締役 水野 明人 

(3) 所在地 大阪府大阪市中央区北浜４丁目１番２３号 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

（提案理由） 

 光綾公園多目的フィールドの管理について、指定管理者を指定いたしたく、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により提案するものであります。 
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第１８１号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

498号線 

早川字山王原 

2090番3地先 

早川字山王原 

2090番3地先 
11.7 1.2  

令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

道路の払下げに伴い廃止いたしたく、道路法第１０条第３項の規定により提案する

ものであります。 
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第１８２号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

933-1号線 

早川字東山 

528番1地先 

早川字東山 

642番1地先 
343.0 3.6  

令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

道路整備事業に伴い既存の道路を廃止いたしたく、道路法第１０条第３項の規定に

より提案するものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

第１８３号議案  

 

市道路線の廃止について 

 

次の市道路線を廃止します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

1085号線 

吉岡字神崎 

3413番地先 

吉岡字神崎 

3409番4地先 
90.9 1.2  

令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

道路の払下げに伴い廃止いたしたく、道路法第１０条第３項の規定により提案する

ものであります。 
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第１８４号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

714-2号線 

深谷上五丁目 

5203番20地先 

深谷上五丁目 

5203番16地先 
44.4 4.5  

令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

開発行為により帰属された道路用地を認定いたしたく、道路法第８条第２項の規定

により提案するものであります。 
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第１８５号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

911-4号線 

早川字東山 

525番1地先 

早川字東山 

642番1地先 
308.7 16.0  

令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

道路整備事業に伴い道路用地を認定いたしたく、道路法第８条第２項の規定により

提案するものであります。 
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第１８６号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

933-2号線 

早川字東山 

544番7地先 

早川字東山 

570番2地先 
193.5 

3.6 

～3.7 
 

令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

道路整備事業に伴い廃止した道路用地のうち、事業の区域外に残された道路用地を

認定いたしたく、道路法第８条第２項の規定により提案するものであります。 
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第１８７号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

1085-1号線 

吉岡字神崎 

3409番4地先 

吉岡字神崎 

3411番地先 
52.0 

1.2 

～4.0 
 

令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

道路の払下げに伴い廃止した道路用地のうち、残された道路用地を認定いたしたく、

道路法第８条第２項の規定により提案するものであります。 
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第１８８号議案  

 

市道路線の認定について 

 

次の市道路線を認定します。 

路 線 名

 

起    点 終    点 
延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 
摘 要 

市道 

1629-6号線 

落合北四丁目 

538番4地先 

落合北四丁目 

538番10地先 
35.1 4.5  

令和５年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由  

 

（提案理由） 

開発行為により帰属された道路用地を認定いたしたく、道路法第８条第２項の規定

により提案するものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


